
避難計画策定の現状と今年度の対応

資料２



御嶽山の噴火の教訓、火山防災対策の特殊性等を踏まえ、活動火山対策の強化を図るため、火山地域の関係者が一体となっ
た警戒避難体制の整備等所要の措置を講ずる。

１．改正の背景

２．法律の概要

○ 明瞭な前兆がなく突如噴火する場合もあり、住民、登山者等様々な者に対する迅速な情報提供・避難等が必要（御嶽山噴火の教訓）
○ 火山現象は多様で、かつ、火山ごとの個別性（地形や噴火履歴等）を考慮した対応が必要なため、火山ごとに、様々な主体が連携し、
専門的知見を取り入れた対策の検討が必要

○火山災害警戒地域における警戒避難体制の整備

火山災害警戒地域の指定（第３条） 警戒避難体制の整備を特に推進すべき地域を国が指定（常時観測火山周辺地域を基本）

国による活動火山対策の推進に関する基本指針の策定（第２条）

・ 都道府県・市町村は、火山防災協議会を設置（義務）

都道府県・市町村 地方整備局等
（砂防部局）

気象台

自衛隊火山専門家

※他、環境事務所、森林管理局、交通・通信事
業者等。集客施設や山小屋の管理者も可。

観光関係団体 等

火山防災協議会（第４条）

必須構成員

必要に応じて追加

・・・関係者が一体となり、専門的知見も取り入れながら検討

協議事項

【都道府県】（第５条）
１．火山現象の発生・推移に関する情
報の収集・伝達、予警報の発令・伝
達（都道府県内）
２．右の２．３を定める際の基準
３．避難・救助に関する広域調整

等

【市町村】（第６条）
１．火山現象の発生・推移に関する情報の収集・伝達、予警報の発令・伝
達（市町村内）
２．立退きの準備等避難について市町村長が行う通報等（噴火警戒レベル）
３．避難場所・避難経路
４．集客施設・要配慮者利用施設の 名称・所在地
５．避難訓練・救助 等

【協議会の意見聴取を経て、地域防災計画に記載（義務）】

・ 噴火警戒レベルの設定、これに沿った避難体制の構築など、一連の警戒避難体
制について協議

噴火シナリオ
※噴火に伴う現象と及ぼす影響の推移
を時系列に整理したもの

火山ハザードマップ
※噴火に伴う現象が及ぼす範囲を地
図上に示したもの

噴火警戒レベル

※噴火活動の段階に応じ
た入山規制、避難等

避難計画

※避難場所、避難経路、
避難手段等を示したも
の

警察 消防

○自治体や登山者等の努力義務（第11条）

○火山研究機関相互の連携の強化、火山専門家の育成・確保（第30条）
・自治体による登山者等の情報把握の努力義務を新たに規定
・登山者等の努力義務（火山情報の収集、連絡手段の確保等）を新たに規定

【市町村長の周知義務】（第７条）

火山防災マップの配布等により、避難場所等、円滑な

警戒避難の確保に必要な事項を周知

【避難確保計画の作成義務】（第８条）

集客施設（ロープウェイ駅、ホテル等）や要配慮者利

用施設の管理者等による計画作成・訓練実施

改正活火山法における避難計画策定の位置付け
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火山災害警戒地域における火山防災対策の取組状況火山災害警戒地域における火山防災対策の取組状況

※５

※５

※６

※６

※５ 平成30年5月作成 ※６ 平成30年5月導入

（46※７） （41※７）

※７ 平成30年4月1日以降に作成・導入されたものを加えた数
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市町村地域防災計画等における避難計画に係る記載状況①

○ 登山者等向け（噴火警戒レベル
２、３発表時等）の対策、住民
者等向け（噴火警戒レベル４、
５発表時等）の対策ともに平成
２８・２９年に比較して策定が
進んでいる。

○ 全体の約９割の市町村で少なく
とも１項目以上が記載されている。

○住民者等向け（噴火警戒レベル
４、５発表時等）の対策につい
ては、約６割の市町村で６項目
記載されている。

登山者等向け（噴火警戒レベル２、３発表時等）の対策

住民等向け（噴火警戒レベル４、５発表時等）の対策

※活火山法第６条第１項第１、２、３、４、６号の各項目
・第１号警報等の伝達等に関する事項
・第２号避難のため措置に関する事項
・第３号避難施設・避難場所
・第３号避難路・避難経路に関する事項
・第４号避難訓練の実施に関する事項
・第６号救助に関する事項

策定項目数の推移

45 32 21 16 10 6 25

64 36 19 7 9 2 18

89 25 13 4 7 2 15

6項目 5項目 4項目 3項目 2項目 1項目 0項目

13 21 13 14 7 12 40

27 25 15 12 8 10 23

52 19 10 11 8 4 16

6項目 5項目 4項目 3項目 2項目 1項目 0項目

市町村数

市町村数



市町村地域防災計画等における避難計画に係る記載状況②
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○ 登山者等向け（噴火警戒レ

ベル２、３発表時等）の対策、

住民者等向け（噴火警戒レベ

ル４、５発表時等）の対策と

もに、すべての項目で、平成

２８・２９年に比較して記載

が進んでいる。

項目別の策定状況の推移

登山者等向け（噴火警戒レベル２、３発表時等）の対策

住民等向け（噴火警戒レベル４、５発表時等）の対策

2016

2017
2018

2016
2017 2018

市町村数

市町村数

警報等の伝達等 避難のための措置 避難施設・避難場所 避難路・避難経路 避難訓練の実施 救助

警報等の伝達等 避難のための措置 避難施設・避難場所 避難路・避難経路 避難訓練の実施 救助



各火山地域が抱えている個別の課題の検討内閣府による各火山地域の避難計画策定に対する支援
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各火山地域の避難計画策定の取組を支援するため、平成２８年度は１７火山、平成２９年度は１２火
山について地方公共団体と協働して避難計画を検討。平成３０年度は１２火山について検討を実施中。

平成２８年度

課題 火山名

①火口近傍
の登山者・
観光客の避
難計画の策
定

倶多楽
八甲田山
秋田焼山
焼岳
雲仙岳

②市街地を
含む具体的
な避難計画
（要援護者含
む）の策定

岩木山
岩手山
浅間山
鶴見岳・伽藍岳

③複数の想
定（火口／シ
ナリオ）によ
る避難計画
の策定

アトサヌプリ
雌阿寒岳
有珠山
鳥海山
霧島山

④離島から
の島外避難
計画の策定

薩摩硫黄島
口永良部島
諏訪之瀬島

地方公共団体、内閣府等による
打合せの様子

現地調査（登山道や避難所など）
の様子

平成２９年度

課題 火山名

①火口近傍
の登山者・
観光客の避
難計画の策
定

岩木山
鳥海山
鶴見岳・伽藍岳
吾妻山
磐梯山
安達太良山
乗鞍岳

②市街地を
含む具体的
な避難計画
（避難行動要
支援者を含
む）の策定

樽前山
八甲田山
秋田焼山

③多数の観
光客（インバ
ウンド含む）
の避難計画
の検討

富士山
伊豆東部火
山群

平成３０年度

課題 火山名

①火口近傍の
登山者・観光
客等に関する
避難計画の検
討

大雪山
恵山
日光白根山
弥陀ヶ原

②居住地にお
ける住民・観
光客等に関す
る避難計画の
検討

吾妻山
安達太良山
磐梯山
鶴見岳・伽藍岳
雲仙岳

③突発的な噴
火対応等に関
する避難計画
の検討

那須岳

④複数の火口
が同時に活発
化した場合の避
難計画の検討

草津白根山
霧島山

○この他、専門的知見を持った火山防災エキスパートの派遣、火山防災協議会等連絡・
連携会議の地域グループ会合等を通じて、避難計画策定の推進・充実を図る。
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 実践的な計画策定のための検討手順

 標準的な対応や取組事例（記載事例集）

 先進的な検討事例

避難計画検討の具体的なやり方を示すとともに、避難計画をより実践的なものに
するための支援が必要

○避難計画を検討する際には、準備段階で必要な基礎データを整理した上で、ハザード
マップを踏まえて対象地区ごとに安全な避難方法を検討し、関係者で共通認識を得る
必要があるが、その具体的な進め方が分からない場合が多い。また、検討した結果の
避難計画へのまとめ方が分からない場合も多い。

○避難計画をより実践的なものにする上で、離島火山や複数の想定（火口/シナリオ）が
ある火山など、検討の条件が特殊で、現実的な対応策を見いだすことが出来ず悩みを
抱えている場合も多い。

避難計画策定支援を通じて見えてきた課題とそれに対する対応案

（第８回資料再掲）



避難計画策定の取組み事例集の作成について
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➢実践的な避難計画策定のた
めの検討手順

➢標準的な避難計画の記載事例

避難計画策定の取組み事例集を作成

➢先進的な検討事例

ノウハウの蓄積

「噴火時等の具体的で実践的な避難計画策定の手引き」（以下「手引き」という）を用いた具体的な避難計画の
検討支援を実施してきた中で得られたノウハウを、実践的な計画策定のための検討手順、各火山地域における
具体的な記載事例、先進的な検討事例として取りまとめ、手引きの解説資料として、取組み事例集を作成する。

火山防災協議会を構成する地方公共団体に対し手引きを
用いた具体的な避難計画の検討支援の実施

噴火時等の具体的で実践的な避難計画策定の手引き

今 回 平成28年・平成29年の取組みを踏まえて作成した取組み事例集（案）を検討。
⇒第１版として公表。

次 回 平成30年の取組みを踏まえて取組み事例集を追補 ⇒第２版として公表。

必要に応じて
手引きの記述に反映


